
お知らせ

　
町
で
は
、
不
妊
治
療
の
う
ち
、

体
外
受
精
・
顕
微
授
精
を
受
け
た

ご
夫
婦
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
平
成
２６
年
７
月
１
日
よ

り
治
療
費
と
交
通
費
の
助
成
を
開

始
し
ま
し
た
。

●
助
成
対
象
の
要
件

・「
北
海
道
特
定
不
妊
治
療
費
助

成
事
業
」
に
よ
る
助
成
の
決
定

を
受
け
て
い
る
こ
と

・
治
療
さ
れ
た
方
が
、
治
療
開
始

前
１
年
以
上
の
間
、
上
ノ
国
町

に
住
所
を
有
し
、
実
際
に
居
住

し
て
い
る
こ
と

●
助
成
の
内
容

・
治
療
費

：

１
回
の
治
療
に
か

か
っ
た
費
用
か
ら
北
海
道
特
定

不
妊
治
療
費
助
成
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
額
の
２
分
の
１
以

内
と
し
、
１５
万
円
（
凍
結
胚
を

用
い
る
な
ど
採
卵
を
伴
わ
な
い

治
療
の
場
合
、
状
態
の
よ
い
卵

が
得
ら
れ
ず
治
療
を
中
止
し
た

場
合
は
５
万
円
）
を
限
度
に
助

成
し
ま
す
。

・
交
通
費

：

１
回
の
治
療
に
つ
き

函
館
市
内
の
指
定
医
療
機
関
は

３
０
０
０
円
、
函
館
市
以
外
の

指
定
医
療
機
関
は
１
万
円
を
限

度
に
助
成
し
ま
す
。

※
助
成
の
回
数
は
、
１
年
度
目
は

年
３
回
、
２
年
度
目
以
降
は
年

２
回
を
限
度
に
通
算
５
年
間
助

成
し
ま
す
。（
通
算
１０
回
ま
で
）

●
助
成
手
続
き
の
流
れ

・
指
定
医
療
機
関
で
の
治
療
が
終

了
・
檜
山
振
興
局
に
特
定
不
妊
治
療

費
助
成
を
申
請

・
北
海
道
で
の
助
成
が
決
定
さ
れ

て
か
ら
役
場
に
申
請

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
助
成
決
定
指
令
書
の
写
し

・
受
診
証
明
書
等
の
写
し
　
　

・
領
収
書
の
写
し

・
印
鑑

・
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

◆
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課
健
康
支
援
グ
ル
ー
プ

（
☎
５
５
・
４
４
６
０
）

　
檜
山
地
区
に
お
い
て
、
肝
が
ん

検
診
が
次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま

す
。
先
着
順
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
　
１０
月
１１
日

　
　
　
　
９
時
～
１４
時

◆
場
所
　
厚
沢
部
町
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー

◆
費
用
　
６
０
０
０
円

◆
検
診
内
容
　
問
診
、
採
血
、
腹

部
エ
コ
ー
、
肝
臓
専
門
医
に
よ

る
療
養
相
談

◆
対
象

・
Ｂ
型
ま
た
は
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル

　
ス
を
持
っ
て
い
る
方

・
肝
臓
病
、
ま
た
は
過
去
に
肝
臓

病
に
な
っ
た
方

・
輸
血
や
血
液
製
剤
を
使
用
し
た

こ
と
の
あ
る
方

・
肝
臓
病
の
家
族
が
お
ら
れ
る
方

・
肝
臓
に
不
安
の
あ
る
方

◆
定
員
　
５０
人
（
先
着
）

◆
申
込
受
付
　
９
月
１１
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
１０
月
４
日
ま
で

◆
申
込
先
　
肝
が
ん
検
診
団
事
務

局
（
札
幌
緑
愛
病
院
内
）

（
☎
０
１
１
・
３
５
０
・
１
０
０
８
）

◆
受
付
時
間
　
９
時
～
１７
時
（
火

曜
～
金
曜
）（
土
日
・
祝
日
休
み
）

留
守
番
電
話
対
応

※
申
込
後
、
折
り
返
し
受
診
時
刻

な
ど
の
記
載
し
た
予
約
票
を
発

送
し
ま
す
。

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
で
は
、
障

が
い
の
あ
る
方
々
の
就
職
支
援
の

た
め
「
障
が
い
者
雇
用
促
進
フ
ェ

ア
２
０
１
４
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
求
職
活
動
中
の
障
が
い
者
の
方

や
、
障
が
い
者
の
雇
用
を
お
考
え

の
事
業
主
の
皆
様
の
積
極
的
な
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◆
日
時
　
１０
月
９
日

　
　
　
　
１３
時
３０
分

◆
場
所
　
花
び
し
ホ
テ
ル

（
函
館
市
湯
川
町
１
丁
目
１６

－

１８
）

◆
内
容

　
就
職
を
希
望
す
る
障
が
い
者
の

方
々
と
企
業
の
面
接
お
よ
び
情
報

交
換

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
　
専
門
援

助
部
門
み
ど
り
の
コ
ー
ナ
ー

（
☎
０
１
３
８
・
２
６
・
０
７
３
５
）

町
内
に
お
い
て
、

【
製
造
業
】

【
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
】

【
旅
館
業( 

下
宿
事
業
を
除
く)

】

の
た
め
に
設
備
を
新
設
、
ま
た
は

増
設
し
、
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
固
定
資
産
税
が
免
除
さ
れ
ま

す
。

●
要
件

・
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人

ま
た
は
法
人
で
あ
る
こ
と

・
租
税
特
別
措
置
法
第
１２
条
第
１

項
ま
た
は
第
４５
条
第
１
項
に
規

定
す
る
特
別
償
却
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
で
あ

る
こ
と

・
町
内
に
お
い
て
事
業
を
営
み
、

か
つ
、
当
該
事
業
に
つ
き
公
害

を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措

置
を
講
じ
て
い
る
者
で
あ
っ
て

町
長
が
認
め
た
も
の

●
課
税
免
除
の
対
象

・
家
屋

・
償
却
資
産

・
土
地
　

　
土
地
に
つ
い
て
は
、
取
得
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す

る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が

あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土

地
に
限
る

●
免
除
期
間

　
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
最
初
の
年
度

以
降
３
箇
年
度

◆
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ

　
１
月
３１
日
ま
で
に
申
請
書
に
記

載
す
る
必
要
書
類
を
添
え
て
財
政

課
税
務
グ
ル
ー
プ
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

お知らせ

掲示板

9月号

申請案内

肝
が
ん
検
診
を

　
　
　

受
け
ま
せ
ん
か
？

実施案内

障
が
い
者
雇
用
促
進
フ
ェ
ア

２
０
１
４
開
催
に
つ
い
て

実施案内

過
疎
地
域
自
立
促
進
の
た

め
の
固
定
資
産
税
の
課
税

特
例
に
つ
い
て

申請案内

特
定
不
妊
治
療
費
及
び

交
通
費
の
助
成
に
つ
い
て

12２０１４年９月号


